
第一七七回 

閣第二二号 

   国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案 

 （国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第一条 国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第十条第一項第二号から第十五号までの規定及び附則第十四条第二項第一号中

「平成二十三年三月まで」を「平成二十四年三月まで」に改める。 

  附則第十四条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」

に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」

を「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公債の

発行の特例等に関する法律（平成二十三年法律第▼▼▼号）第三条第一項の規定により

財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第

四条第一項の規定により外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並

びに同法第五条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から

国庫に納付される納付金を活用して、確保するものとする」に改める。 

  附則第十六条第一項中「をいう」の下に「。次条第一項及び附則第三十二条の三にお

いて同じ」を加える。 

  附則第十六条の二第一項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十

二年度」を「平成二十三年度」に改め、「額を」の下に「、税制の抜本的な改革により

確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改め、同条第二項中

「（平成二十三年三月」を「（平成二十四年三月」に、「平成二十三年三月まで」を

「平成二十四年三月まで」に、「臨時の」を「必要な」に改める。 

  附則第三十二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度ま

で」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とす

る」を「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公

債の発行の特例等に関する法律第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資

資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第四条第一項の規定により外国

為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並びに同法第五条第一項の規定

により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫に納付される納付金を活

用して、確保するものとする」に改める。 

  附則第三十二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年

度」を「平成二十三年度」に改め、「額を」の下に「、税制の抜本的な改革により確保

される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改める。 

  附則第五十六条第四項中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改

める。 



 （国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第二条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第八条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に

改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を

「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公債の発

行の特例等に関する法律（平成二十三年法律第▼▼▼号）第三条第一項の規定により財

政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第四

条第一項の規定により外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並び

に同法第五条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国

庫に納付される納付金を活用して、確保するものとする」に改める。 

  附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」

を「平成二十三年度」に、「とするよう」を「とするように」に、「臨時の法制上及

び」を「税制の抜本的な改革（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第

十三号）附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。）により確

保される財源を活用して国の負担とするよう必要な法制上及び」に、「臨時の法制上

の」を「必要な法制上の」に改める。 

 （私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十一号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に

改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を

「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公債の発

行の特例等に関する法律（平成二十三年法律第▼▼▼号）第三条第一項の規定により財

政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第四

条第一項の規定により外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並び

に同法第五条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国

庫に納付される納付金を活用して、確保するものとする」に改める。 

  附則第二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」

を「平成二十三年度」に改め、「金額を」の下に「、税制の抜本的な改革（所得税法等

の一部を改正する法律（平成二十一年法律第十三号）附則第百四条の規定に従って行わ

れる税制の抜本的な改革をいう。）により確保される財源を活用して」を加え、「臨時

の」を「必要な」に改める。 

 （地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十二

号）の一部を次のように改正する。 



  附則第八条の二（見出しを含む。）中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年

度まで」に改める。 

  附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」

を「平成二十三年度」に、「臨時の」を「必要な」に改める。 

   附 則 

 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 



     理 由 

 基礎年金に係る国庫負担割合について、平成二十三年度において財政投融資特別会計財

政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計から一般会計への特例的な繰入金並びに独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫への特例的な納付金を活用した財源の確

保により二分の一とする等のため、国民年金法等の一部を改正する法律その他の関係法律

について所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


